
  

 

 

令和３年６月４日 

  

 

県内事業者 様 

 

 

長崎県産業労働部長  

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止について（依頼） 

 

 

日頃から、県政の推進にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、本県では、６月８日から長崎市の感染段階を「ステージ５」から「ステージ３」

に引き下げ、６月７日をもって緊急事態宣言を解除するとともに、外出自粛・飲食店等へ

の営業時間短縮要請（運動施設等への時短協力依頼）を終了し、県下全域の感染段階「ス

テージ３」及び警戒警報は継続することとし、県民の皆様に下記のとおりご協力をお願い

したところです。 

つきましては、６月４日に知事から県民の皆様へお願いした新型コロナウイルス感染症

への対応についてご確認のうえ、取組の徹底をお願いいたします。 

特に、職場に感染を持ち込む事例が増えているため、従業員の行動・健康管理の徹底等、

事業所における感染防止対策について、経営者自らが認識し、さらに、従業員まで周知徹

底を図られますよう、重ねてお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

 

○佐世保市の皆様へ 

 ①佐世保市では、飲食の場を中心に感染が急速に拡大しているため、飲食店の利用に際 

しては、以下の感染防止対策に最大限の注意をお願いします。 

・アクリル板の設置や十分な座席間隔の確保など、感染防止対策が徹底された店 

舗であるかの事前確認 

・テーブルの分散化 

・席の移動や密着、大声での会話を避ける 

・お酌・返杯・食器類の共有は避ける 

・飲食時以外のマスクの着用 など 

  



  

 

 

 ②夜の繁華街での感染事例が増加していることから、早期に感染者を検知するため、市 

において緊急的な包括検査を実施します。 

 

○引き続きのお願い 

 ①不要不急の県外との往来自粛をお願いします。 

②大人数や長時間にわたる飲食を避け、マスク会食に努めてください。 

⇒長崎市・佐世保市においては、引き続き、家族以外との飲食は控えてください。 

③カラオケの利用は、引き続き、控えてください。 

④大切な家族や同僚を守るため、感染防止対策の徹底に最大限の注意をお願いします。 

・マスクの着用、手指消毒の徹底、３密（密閉・密集・密接）の回避 

・場面の切り替わりや共用部分（ドアノブ等）の接触に注意し、こまめに消毒等 

を実施 

・家庭内でも、具合が悪い方がいる場合はマスクを着用 

・無症状でも他に感染させるおそれがあることを自覚し、慎重に行動 

 

《事業者の皆様へ》 

①職場に感染を持ち込む事例が増えているため、従業員の行動・健康管理（N-CHAT活

用等）の徹底をお願いします。 

②出張先における県外の方との会食は控えてください。 


